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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可�

（
農
業
振
興
課
）　
　

一

〇
令
和
六
年
度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特�

例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格�

（
契　

約　

課
）　
　

一

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

企

業

局

〇
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て�

　
　

二

監
査
委
員

〇
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
の
公
表�

　
　

二

〇
行
政
監
査
の
結
果
の
公
表�

　
　

六

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�
　
　

六

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　

一
四

〇
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　

一
四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
に
宮
城
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体

の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。）
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
を
次
の
一
の
と
お
り
定
め
た
。

　

な
お
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
二
か
ら
七
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
申
請
し
、
八
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

資
格
要
件　
　
　

　
　

１
及
び
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

㈠　

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者

　
　

㈡�　

二
に
掲
げ
る
申
請
に
必
要
な
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
記
載
を
し
な
か
っ
た

者

　
　

㈢�　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

２�　

参
加
を
希
望
す
る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
の
種
類
に
応
じ
た
経

営
事
項
審
査
に
よ
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
、
次
の
表
の
基
準
を

満
た
す
者

調
達
を
す
る
建
設
工
事
の
種
類

基　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準

建
築
一
式
工
事

電
気
工
事

管
工
事

八
百
五
十
点
以
上

八
百
五
十
点
以
上

八
百
五
十
点
以
上
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機
械
器
具
設
置
工
事

電
気
通
信
工
事

八
百
五
十
点
以
上

八
百
五
十
点
以
上

二　

申
請
に
必
要
な
書
類

　

１　

建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　

２　

添
付
書
類

　
　

�　

直
近
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
（
審
査
基
準
日
が
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資

格
審
査
申
請
書
の
提
出
日
前
一
年
七
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。）

三　

申
請
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

　
　

日
本
語

四　

受
付
期
間

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
宮
城
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
宮
城
県

条
例
第
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）

五　

申
請
書
の
配
布
期
間

　
　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
休
日
を
除
く
。）

六　

申
請
書
の
配
布
及
び
申
請
書
類
の
提
出
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班

七　

申
請
の
方
法

　
　

提
出
場
所
に
申
請
書
類
を
郵
送
す
る
こ
と
。

八　

資
格
承
認

　

�　

資
格
審
査
の
結
果
、
一
の
資
格
要
件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
へ
の
参
加
資
格
を
承
認
し
、
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
承
認
者
名
簿
に
登
載
す

る
。

九　

審
査
結
果
の
通
知

　
　

当
該
申
請
者
に
郵
送
で
通
知
す
る
。

十　

資
格
承
認
の
有
効
期
間

　
　

資
格
承
認
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一　

資
格
の
更
新
手
続

　

�　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
資
格
申
請
の
公
示
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
類
を

提
出
す
る
こ
と
。

十
二　

申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）　

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

登
米
市
南
方
町
王
塚
四
百
九
十
三
番
一
、
四
百
九
十
三

番
二
、
四
百
九
十
四
番
一
、
四
百
九
十
四
番
二
、
四
百
九

十
五
番

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

登
米
市
迫
町
北
方
字
三
方
島
西
二
十
二
番
地
二

�

社
会
福
祉
法
人
の
ぞ
み　
　
　
　

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
の
表
中
「
水
道
経
営
管
理
専
門
監
」
を
「
水
道
事
業
推
進
専
門
監
」
に
、「
水
道
経
営
管
理
に
関

す
る
」
を
「
水
道
事
業
の
推
進
に
関
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
３
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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令
和
６
年
３
月
26日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等
　

　
　
下
記
２
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
４
年
度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、「
監
査
の
結
果
等
」
の
欄
に
記
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各

団
体
に
注
意
を
し
ま
し
た
。

団
　
体
　
名

実
施
年
月
日

監
　
査
　
の
　
結
　
果
　
等

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
環
境
事
業
公
社
６
．
１
．
11
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
県
内
か
ら
排
出
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
埋
立
処
分
の
実
施
、
処
分

場
の
維
持
管
理
及
び
循
環
型
社
会
の
形
成
に
関
す
る
事
業
を
行
っ

て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
50,000,000円

（
出
資
割
合
33.3％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
文
化
振
興
財
団
６
．
１
．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
文
化
活
動
の
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
文
化
芸
術
活
動
の

振
興
及
び
支
援
等
を
行
う
ほ
か
、
宮
城
県
民
会
館
の
指
定
管
理
業

務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,155,000,000円

（
出
資
割
合
99.7％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
心
の
復
興
支
援
事
業
補
助
金

�
1,800,000円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
民
会
館
�

380,517,196円

　
　
（
宮
城
県
民
会
館
管
理
運
営
共
同
企
業
体
の
一
員
）

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
５
．
11．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
地
域
の
振
興
と
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
、
大
航
海
時

代
の
歴
史
的
事
績
及
び
船
舶
・
海
洋
に
関
す
る
学
習
・
体
験
の
場

の
提
供
等
を
行
う
ほ
か
、
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
500,000,000円

（
出
資
割
合
50.0％

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
�

115,205,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
社
会
福
祉
協
議

会

６
．
１
．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
町
村
社
協
や
各
種
団
体
な

ど
と
の
連
絡
調
整
、
支
援
及
び
組
織
強
化
に
加
え
て
、
提
言
、
調

査
、
社
会
福
祉
の
人
材
の
養
成
・
研
修
な
ど
の
事
業
を
実
施
す
る

ほ
か
、
宮
城
県
船
形
の
郷
等
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
10,000,000円

（
出
資
割
合
90.9％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金
等
�

2,223,625,847円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
自
立
を
祝
う
会
分
担
金
等
�

210,252円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
船
形
の
郷
�

1,487,832,625円
　
　
宮
城
県
啓
佑
学
園
�

348,397,598円
　
　
宮
城
県
第
二
啓
佑
学
園
�

218,513,653円
　
　
宮
城
県
七
ツ
森
希
望
の
家
�

104,347,000円
　
　
宮
城
県
援
護
寮
�

77,061,177円
　
　
宮
城
県
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
�

33,420,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
生
活
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
等
に
お
い
て
、
多
額
の
長
期
滞

留
債
権
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
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�る
。

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

５
．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
県
立
２
病
院
を
運
営
し
、
県
の
医
療
政
策
と
し
て
求
め
ら
れ
る

高
度
・
専
門
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
県
内
に
お
け
る
医
療

水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
医
療
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
160,235,890円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
�宮
城
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
医
療
提
供
体

制
整
備
費
補
助
金
等
�

1,064,746,500円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
運
営
費
負
担
金
等

�
3,410,774,974円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
短
期
貸
付
金
�

500,000,000円
　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
４
年
度
末
残
高
�
6,168,642,357円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構
５
．
12．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
中
小
企
業
等
の
経
営
革
新
及
び
創
業
の
促
進
並
び
に
経
営
基
盤

強
化
等
を
図
る
た
め
、
中
小
企
業
の
販
路
開
拓
や
人
材
育
成
等
の

支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,276,776,000円

（
出
資
割
合
70.6％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
中
小
企
業
経
営
資
源
強
化
対
策
費
補
助
金
等

�
523,956,818円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
短
期
貸
付
金
�

286,575,000円
　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
４
年
度
末
残
高
�
84,335,701,289円

　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
令
和
４
年
度
末
借
入
金
残
高

�
4,425,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

　
�き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

株
式
会
社

仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン

タ
ー

５
．
11．
８
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
外
国
貨
物
の
物
流
高
度
化
・
流
通
促
進
を
図
る
た
め
、
輸
出
入

関
連
基
盤
施
設
の
管
理
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
32,457,142円

（
出
資
割
合
32.5％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
６
．
１
．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
地
域
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
農
地
保
有
合
理
化
、
農
畜
産

業
の
基
盤
整
備
及
び
生
産
支
援
、
優
良
種
子
･
種
苗
の
生
産
・
供

給
、
担
い
手
の
育
成
･
確
保
及
び
農
地
等
の
保
全
等
の
事
業
を
行

う
ほ
か
、宮
城
県
岩
出
山
牧
場
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,722,600,000円

（
出
資
割
合
61.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
農
地
集
積
・
集
約
化
対
策
事
業
費
補
助
金
等

�
318,594,352円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
４
年
度
末
残
高
�

41,700,813円
　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
令
和
４
年
度
末
借
入
金
残
高

�
63,605,000円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
岩
出
山
牧
場
�

89,637,187円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
林
業
公
社

６
．
１
．
11
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
森
林
資
源
の
造
成
、
水
資
源
の
か
ん
養
及
び
自
然
環
境
の
保
全

を
推
進
す
る
た
め
、
造
林
、
育
林
等
の
森
林
・
林
業
に
関
す
る
事

業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
100,000,000円

（
出
資
割
合
86.9％

）
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〔
補
助
金
〕

　
　
森
林
育
成
事
業
補
助
金
等
�

118,054,310円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
４
年
度
末
残
高
�
1,001,567,305円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

塩
釜
港
開
発
株
式
会
社
５
．
11．
８
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
塩
竈
市
か
ら
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
「
マ
リ
ン
ゲ
ー
ト
塩
釜
」
の
指

定
管
理
者
と
し
て
指
定
を
受
け
、
施
設
内
の
テ
ナ
ン
ト
等
の
賃

貸
、
施
設
の
維
持
管
理
及
び
各
種
イ
ベ
ン
ト
開
催
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
28,305,085円

（
出
資
割
合
28.3％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
５
．
12．
26
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
住
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
居
住
環
境
の
良
好
な
集
合

住
宅
の
供
給
及
び
公
営
住
宅
の
賃
貸
管
理
事
業
等
を
行
う
ほ
か
、

改
良
県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
指
定
管
理
業
務
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,500,000円

（
出
資
割
合
93.8％

）
　

　
〔
負
担
金
〕

　
　
�県
設
立
団
体
の
地
方
職
員
共
済
組
合
員
に
係
る
共
済
費
用
負
担

金
�

11,566,660円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
４
年
度
末
残
高
�

206,655,000円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
改
良
県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
�

22,229,433円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
立
替
金
に
お
い
て
、
精
算
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ

た
の
で
、
引
き
続
き
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
５
．
12．
６
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
蒙
、
調
査
研
究
、
技

協
会

　
�術
援
助
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
事

業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
�東
日
本
大
震
災
に
係
る
宮
城
県
被
災
者
の
心
の
ケ
ア
支
援
事
業

費
補
助
金
�

176,047,384円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
大
会
運
営
費
負
担
金
等
�
125,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
６
．
１
．
12
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
い
て
、
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な

競
争
の
確
保
に
よ
る
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
た
め
、
指
導
、
調

査
及
び
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
貨
物
運
輸
振
興
事
業
費
補
助
金
�

454,500,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
国
際
経
済
振
興

協
会

６
．
１
．
10
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
本
県
の
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
ソ
ウ
ル
事
務

所
、
大
連
事
務
所
の
設
置
や
国
際
経
済
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・

提
供
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
事
業
補
助
金
�

45,226,000円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
公
益
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
会
費
�
900,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
障
が
い
者
福
祉

協
会

５
．
12．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
障
害
者
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
障
害
者
支
援
施
設
の
経
営

等
を
行
っ
て
お
り
、
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県

障
害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容
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公
安
委
員
会

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

47,163,000円
　
　
宮
城
県
障
害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
�

28,860,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
視
覚
障
害
者
福

祉
協
会

５
．
12．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
視
覚
障
害
者
の
福
祉
向
上
の
理
念
に
基
づ
き
、
視
覚
障
害
者
の

自
立
と
社
会
参
加
に
必
要
な
訓
練
等
に
対
す
る
指
導
等
各
種
事
業

を
行
っ
て
お
り
、
宮
城
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管

理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
�

56,703,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

東
洋
緑
化
株
式
会
社

５
．
12．
12
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
緑
化
、
造
園
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
工
事
、
維
持
管
理
等
を

行
っ
て
お
り
、
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
土
木
部
が
所
管
す
る
緑

地
部
分
）
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
土
木
部
が
所
管
す
る
緑
地
部
分
）

�
28,320,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

株
式
会
社

ア
イ
・
ケ
ー
・
エ
ス

５
．
12．
８
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
上
・
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
、
北
上

川
下
流
流
域
下
水
道
、
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
�北
上
川
下
流
流
域
下
水
道
、
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下

流
東
部
流
域
下
水
道
�

1,467,166,054円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
26日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
９
章
　
自
動
車
教
習
所
等
の
届
出

　
目
次
中
「
第
９
章
　
自
動
車
教
習
所
等
の
届
出
等
（
第
36条
－
第
41条
）」
を
　
第
９
章
の
２
　
遠
隔
操
作
型
小
型
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
９
章
の
３
　
特
定
自
動
運
行
（
第

等
（
第
36条
－
第
39条
）
　

（
第
40条
－
第
40条
の
３
）
　
に
改
め
る
。

41条
－
第
41条
の
５
）
　
　
」

　
第
29条
第
１
項
の
表
中

「
１
　
若
柳
警
察
署

　
　
（
�栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
４
番
地
４
）

２
　
築
館
警
察
署

　
　
（
�栗
原
市
築
館
字
留
場
中
田
201番

地
の

２
）

３
　
鳴
子
警
察
署

１
�　
法
第
94条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
記
載
事

項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

２
�　
法
第
104条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取

消
し
の
申
請
の
受
理

３
�　
法
第
107条

第
１
項
及
び
第
107条

の
10第
１
項
の
規

定
に
よ
る
運
転
免
許
証
等
の
返
納
の
受
理

　
�き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
「
指
定
管
理
者
制
度
の
運
用
状
況
」
に
係
る
監
査
結
果

を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
26日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
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（
�大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
車
湯
92番
地
12）

４
　
白
石
警
察
署

　
　
（
�白
石
市
大
平
森
合
字
清
水
田
４
番
地
１
）

５
　
角
田
警
察
署

　
　
（
�角
田
市
角
田
字
扇
町
５
番
地
７
）

６
　
亘
理
警
察
署

　
　
（
�亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
61番
地
21）

４
�　
若
柳
警
察
署
、
築
館
警
察
署
、
鳴
子
警
察
署
、
白
石

警
察
署
、
角
田
警
察
署
及
び
亘
理
警
察
署
の
管
轄
区
域

に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
次
に
該
当
す
る
も
の
に
対

す
る
法
第
101条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
更

新
の
申
請
及
び
法
第
101条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
更
新
期
間
前
に
お
け
る
免
許
証
の
更
新
の
申
請
の
受

理
（
た
だ
し
、
高
齢
者
講
習
を
受
講
し
て
い
る
者
及
び

更
新
を
申
請
す
る
日
前
６
月
以
内
に
特
定
任
意
講
習
を

受
講
し
て
い
る
65歳
以
上
の
者
で
法
第
92条
の
２
第
１

項
の
表
に
規
定
す
る
優
良
運
転
者
に
限
る
。）

　
⑴
�　
若
柳
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
栗
原
市
栗
駒
に

住
所
を
有
す
る
者

　
⑵
�　
築
館
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
栗
原
市
花
山
に

住
所
を
有
す
る
者

　
⑶
�　
鳴
子
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
大
崎
市
鳴
子
温

泉
に
住
所
を
有
す
る
者

　
⑷
�　
白
石
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
七
ヶ
宿
町
に
住

所
を
有
す
る
者

　
⑸
�　
角
田
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
丸
森
町
に
住
所

を
有
す
る
者

　
⑹
�　
亘
理
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
う
ち
山
元
町
に
住
所

を
有
す
る
者

」
気
仙
沼
警
察
署
、
南
三
陸
警
察
署
、
若
柳
警
察

署
、
築
館
警
察
署
、
鳴
子
警
察
署
、
白
石
警
察

署
、
角
田
警
察
署
及
び
亘
理
警
察
署
を
除
く
警

察
署

１
�　
法
第
94条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
記
載
事

項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

２
�　
法
第
104条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取

消
し
の
申
請
の
受
理
（
た
だ
し
、
全
て
の
免
許
の
取
消

し
の
申
請
に
限
る
。）

３
�　
法
第
107条

第
１
項
及
び
第
107条

の
10第
１
項
の
規

定
に
よ
る
運
転
免
許
証
等
の
返
納
の
受
理

」

を「
気
仙
沼
警
察
署
及
び
南
三
陸
警
察
署
を
除
く
警

察
署

１
�　
法
第
94条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
記
載
事

項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

２
�　
法
第
104条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取

消
し
の
申
請
の
受
理
（
た
だ
し
、
全
て
の
免
許
の
取
消

し
の
申
請
に
限
る
。）

３
�　
法
第
107条

第
１
項
及
び
第
107条

の
10第
１
項
の
規

定
に
よ
る
運
転
免
許
証
等
の
返
納
の
受
理

」

に
改
め
る
。

　
第
34条
第
１
項
中
「
交
通
企
画
課
長
」
の
次
に
「（
以
下
「
交
通
企
画
課
長
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　
第
40条
及
び
第
41条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
９
章
の
２
　
遠
隔
操
作
型
小
型
車

　
（
遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
の
届
出
）

第
�４0条
　
法
第
15条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
交
通
企
画
課
長
を
経
由
し
て
公
安
委
員
会
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
（
届
出
番
号
等
の
通
知
）

第
�４0条
の
２
　
法
第
15条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
番
号
等
の
通
知
は
、
様
式
第
36号
の
届
出
番
号
等
通
知
書

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
）

第
�４0条
の
３
　
法
第
15条
の
６
の
規
定
に
よ
る
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
公
安
委
員
会
の
指
示
は
、
様

式
第
36号
の
２
の
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
に
関
す
る
指
示
書
を
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用

者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
９
章
の
３
　
特
定
自
動
運
行

　
（
特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

第
４1条
　
次
に
掲
げ
る
申
請
書
等
は
、
交
通
企
画
課
長
を
経
由
し
て
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
施
行
規
則
第
９
条
の
19第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
運
行
許
可
証
再
交
付
申
請
書

　
⑵
　
施
行
規
則
第
９
条
の
20第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
書

　
⑶
　
施
行
規
則
第
９
条
の
23第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
運
行
計
画
変
更
許
可
申
請
書

　
⑷
　
施
行
規
則
第
９
条
の
25第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

　
（
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
）

第
�４1条
の
２
　
法
第
75条
の
13第
２
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
は
、
様
式
第
37号
の
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関

す
る
意
見
聴
取
書
（
甲
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
�　
施
行
規
則
第
９
条
の
22の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
は
、
様
式
第
37号
の
２
の
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る

意
見
聴
取
書
（
乙
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
許
可
の
公
示
）

第
�４1条
の
３
　
法
第
75条
の
17の
規
定
に
よ
る
許
可
の
公
示
は
、
様
式
第
37号
の
３
の
対
象
者
許
可
票
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

　
（
特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
指
示
）

第
�４1条
の
４
　
法
第
75条
の
26第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
様
式
第
37号
の
４
の
特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
指
示
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書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
特
定
自
動
運
行
に
係
る
行
政
処
分
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
）

第
�４1条
の
５
　
法
第
75条
の
26第
２
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
は
、
様
式
第
37号
の
５
の
特
定
自
動
運
行
に
係
る

行
政
処
分
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
様
式
第
36号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
３６号
（
第
40条
の
２
関
係
）

届
出
番
号
等
通
知
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
道
路
交
通
法
第
15条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
の
届

出
を
し
た
者
を
識
別
す
る
た
め
の
届
出
番
号
等
を
次
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

届
出
番
号
等

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。
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様
式
第
36号
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
３６号
の
２
（
第
40条
の
３
関
係
）

（
表
）

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
に
関
す
る
指
示
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
道
路
交
通
法
第
15条
の
６
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
し
ま
す
。

住
所

届
出
番
号
等

指
示
事
項

指
示
の
理
由

　
備
考
　
１
　
所
定
の
欄
に
記
載
で
き
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。
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様
式
第
37号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裏
）

１
�　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か

月
以
内
に
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�　
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま

す
。）、
取
消
訴
訟
（
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�　
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、

取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、

取
消
訴
訟
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。



（11）　令和６年３月26日　火曜日 第489号宮　　城　　県　　公　　報
　
様
式
第
37号
の
次
に
次
の
４
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
３7号
（
第
41条
の
２
関
係
）特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
甲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
、
別
添
１
（
特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
書
の
写
し
）
の
と
お
り
、
道
路

交
通
法
第
75条
の
12第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
75条

の
13第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
添
　
　
　
　
　
の
書
類
を
添
え
て
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

１
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
意
見
聴
取
の
内
容

　
一
�　
特
定
自
動
運
行
用
自
動
車
が
自
動
運
行
装
置
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
は
な
い
か
。
ま

た
、
当
該
自
動
運
行
装
置
は
、
自
動
運
行
装
置
の
作
動
中
で
あ
っ
て
も
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
状
態
を
常
に
維
持
す
る
者
を
要
す
る
自
動
運
行
装
置
で
は
な
い
か
。

　
二
�　
特
定
自
動
運
行
計
画
は
、
当
該
特
定
自
動
運
行
用
自
動
車
の
自
動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
を
満

た
し
た
状
態
で
特
定
自
動
運
行
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
。

　
三
�　
特
定
自
動
運
行
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
特
定
自
動
運
行
に
よ
る
人
又
は
物
の
運
送
は
、
特
定
自
動

運
行
に
よ
り
生
じ
た
交
通
の
支
障
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
地
域
住
民
に
対
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る

移
動
手
段
の
確
保
等
の
住
民
の
利
便
の
向
上
や
、
医
療
、
介
護
等
の
出
張
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
の
住
民

の
福
祉
の
向
上
を
も
た
ら
す
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

　
備
考
　
１
　
不
要
な
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。



第489号　令和６年３月26日　火曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３7号
の
２
（
第
41条
の
２
関
係
）

特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
乙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
、
別
添
１
（
特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
書
の
写
し
）
の
と
お
り
、
道
路

交
通
法
第
75条
の
12第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
道
路
交
通
法

施
行
規
則
第
９
条
の
22の
規
定
に
基
づ
き
、
別
添
　
　
　
　
　
の
書
類
を
添
え
て
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

１
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
意
見
聴
取
の
内
容

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

　
備
考
　
１
　
所
定
の
欄
に
記
載
で
き
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

様
式
第
３7号
の
３
（
第
41条
の
３
関
係
）

対
　
象
　
者
　
許
　
可
　
票

許
可

証
番

号
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
第
　
　
　
号

特
定
自
動
運
行
実
施
者
の

氏
名

又
は

名
称

（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

代
表
者
の
氏
名
）

特
定
自
動
運
行
の
経
路

特
定
自
動
運
行
を
行
う
日

及
び

時
間

帯

特
定
自
動
運
行
を
行
う
た
め
の

前
提
と
な
る
気
象
の
状
況

特
定
自
動
運
行
を
行
う
た
め
の

前
提
と
な
る
道
路
の
構
造
並
び

に
特
定
自
動
運
行
及
び
特
定
自

動
運
行
が
終
了
し
た
場
合
に
講

じ
ら
れ
る
措
置
が
他
の
交
通
に

及
ぼ
す
影
響
の
程
度

備
考

許
可

年
月

日

許
可

者

　
備
考
　
１
　
枠
に
つ
い
て
は
、
適
宜
行
数
等
を
変
更
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。



（13）　令和６年３月26日　火曜日 第489号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３7号
の
４
（
第
41条
の
４
関
係
）

（
表
）

特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
指
示
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
道
路
交
通
法
第
75条
の
26第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
し
ま
す
。

住
所

氏
名
又
は
名
称

許
可
証
番
号

指
示
事
項

指
示
の
理
由

　
備
考
　
１
　
所
定
の
欄
に
記
載
で
き
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
裏
）

１
�　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か

月
以
内
に
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�　
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま

す
。）、
取
消
訴
訟
（
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�　
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、

取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、

取
消
訴
訟
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
、
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。



第489号　令和６年３月26日　火曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
7
号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
26日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
�宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
14年
宮
城
県
公

安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
様
式
第
10号
中
「
認
定
証
番
号
」
を
「
認
定
番
号
　
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
14号
中
「
認
　
定
　
証
　
番
　
号
」
を
「
認

定
番

号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
�　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
�　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
�　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

　
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
26日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
�宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
16号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
２
条
中
「
第
117条

の
２
」
及
び
「
第
117条

の
２
の
２
」
の
次
に
「
第
１
項
」
を
加
え
る
。

　
別
記
様
式
第
２
号
、
別
記
様
式
第
３
号
及
び
別
記
様
式
第
４
号
中
「
第
117条

の
２
」
及
び
「
第
117条

の
２
の
２
」

の
次
に
「
第
１
項
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

様
式
第
３7号
の
５
（
第
41条
の
５
関
係
）

特
定
自
動
運
行
に
係
る
行
政
処
分
に
関
す
る
意
見
聴
取
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　

　
道
路
交
通
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、
別
添
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
の
写
し
）
の
と
お
り
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
行
う
こ
と
を
予
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
第
75条
の
26第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

　
意
見
が
あ
れ
ば
、　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

　
期
日
ま
で
に
回
答
が
な
い
場
合
に
は
、
本
意
見
聴
取
に
対
し
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

１
　
特
定
自
動
運
行
実
施
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
意
見
聴
取
の
内
容

　
　
上
記
の
特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
し
、

　
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
意
見
は
あ
る
か
。

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

　
備
考
　
１
　
所
定
の
欄
に
記
載
で
き
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。



（15）　令和６年３月26日　火曜日 第489号宮　　城　　県　　公　　報
　
（
施
行
期
日
）

１
�　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
�　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


